
宝塚市住宅耐震化促進事業に係る補助金代理受領制度取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、宝塚市住宅耐震化促進事業実施要綱（以下「要綱」という。）第

１５条の２の規定に基づき、当該補助金の個人である補助事業者が、当該補助金の交

付の請求及び受領を耐震化事業に係る契約を締結した者（以下「耐震事業者」という。）

に委任する場合の手続（以下「代理受領」という。）等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例によ

る。 

 

（対象となる補助） 

第３条 代理受領制度の対象となる補助は、次に掲げるものとする。 

 （１） 住宅耐震改修工事費補助 

 （２） 簡易耐震改修工事費補助 

 （３） 屋根軽量化工事費補助 

 （４） シェルター型工事費補助 

 

（事前届出）  

第４条 補助金の交付の請求及び受領において、代理受領制度を利用しようとする補助

事業者は、補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書（様式第代理１号。

以下「事前届出書」という。）により、市長に届け出なければならない。ただし、市

長が特にやむを得ないと認めた場合は、補助事業実績報告書を提出する前までに届け

出れば足りる。 

 

（事前届出確認及び事前届出の取下げ）  

第５条 事前届出書を提出した補助事業者に対し、市長は代理受領事前届出確認通知書

（様式第代理２号。以下「届出確認通知書」という。）を送付するものとする。 

２ 補助事業者は、代理受領をとりやめようとするときには、補助事業実績報告書を提

出する前までに代理受領事前届出取下届（様式第代理３号。以下「事前届出取下届」

という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 補助事業者が補助金交付申請を取り下げた時は、事前届出書は、その効力を失う。 

 

（事前届出の内容の変更等）  

第６条 事前届出書の内容に変更が生じる場合は、補助事業者は代理受領に係る変更届

（様式第代理４号。以下「変更届」という。）を市長に提出しなければならない。  



２ 市長は、変更届を提出した補助事業者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書（様

式第代理５号。以下「届出変更確認通知書」という。）を送付するものとする。  

３ 前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（補助金の交付の請求及び交付）  

第７条 代理受領制度を利用しようとする補助事業者は、補助事業実績報告書を提出す

る際に、代理受領に係る補助事業内訳説明書（様式第代理６号。以下「内訳説明書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、内訳説明書については、印鑑登録証明書と同一の印鑑で行うととも

に、印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金額確定通知書を受領した後、代理受領に係る委任状（様式第

代理７号。以下「代理受領委任状」という。）を提出することにより、補助金の交付

の請求及び受領を耐震事業者に委任することができる。  

４ 代理受領委任状により補助事業者の委任を受けた耐震事業者は、補助金請求書（様

式第代理８号。）を提出することにより、市長に補助金の交付を請求することができ

る。  

５ 市長は、耐震事業者からの補助金請求書に基づき、当該請求に係る補助金を耐震事

業者に交付するものとする。 

 

（利用の取消し）  

第８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要領に基づく手続はなかったもの

とみなす。 

（１） 市長が補助事業の交付決定を取り消した場合  

（２） 市長が補助事業の廃止を承認した場合 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領制度の利用を取り消すこ

とができる。  

（１） 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合  

（２） 法令、要綱又はこの要領に違反した場合 

（３） その他市長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合 

 

（その他）  

第９条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、この要領の施行の日以後の申請等について適用する。 



（失効） 

３ この要領は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

４ 前項の規定によるこの要領の失効の際、現に要綱第８条の規定による補助金の交付

決定を受けた者に係るこの要領の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、この要領の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、この要領の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請につい

ては、なお従前の例による。 


